
大和都市計画地区計画の決定（生駒市決定） 

都市計画生駒市北大和地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 生駒市北大和地区地区計画 

位   置 生駒市北大和１丁目、２丁目、３丁目の一部、４丁目の一部及び５丁目 

面   積 約５７．７ｈａ 
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地区計画の目標  本地区は、本市の中心市街地から北東約５㎞に位置しており、現在事業化が進ん

でいる関西文化学術研究都市の建設される京阪奈丘陵にあって歴史的、文化的環

境に恵まれた地域である。本地区は、生駒北大和土地区画整理環境事業によって、

各種都市施設を一体的に整備し自然に恵まれた健全な住宅市街地として、今後、住

宅等の建設が行われる地区である。 

 このため、地区計画の策定により、合理的な土地利用計画のもとに建築物等の規

制、誘導を積極的に推進し、健全な住宅市街地の形成を図るとともに自然及び歴史

に調和した２１世紀へ引き継ぐ街として良好な住環境の維持増進を図ることを目

標とする。 

土地利用の方針  土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、地区を細区分して地区の特性

に応じた土地利用を積極的に推進し良好な街並みを形成する。 

 本地区は、主として独立住宅地区としながら、そのうち都市計画道路及び利便性

の高い一部の地区内準幹線道路、区画道路に接する地区を日常生活の利便性を考

慮して、店舗等小規模な兼用住宅が立地できるものとし、また、地区内の中央部で

都市計画道路が交差する所をセンター地区に、地区の内外で都市計画道路が交差

する所を施設地区に指定する。 

地区施設の整備方針 土地区画整理事業により整備された公共施設については、その機能が損なわれな

いよう維持、保全を図る。 

 特に、都市計画道路の植樹帯は切込みを認めないとともに、地区内準幹線沿いの

歩道についても、土地区画整理事業によって設置された切下げ部以外での切下げ

を原則として認めない。 

 また、地区施設としてバス回転広場を設置する。 

建築物等の整備方針 １ 独立住宅地区 

   閑静で潤いのある独立住宅地区としての居住環境を形成、保全するため、建

築物の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、敷地の細分化を防止するととも

に建築物等の形態又は意匠の制限を行う。 

   また、良好な街並み形成のため、生垣等で街路沿い景観環境を維持するとと

もに屋外広告物については、形状、色彩、意匠その他表示方法が美観風致を損な

わないように努める。 

２ 施設地区 

   施設地区としての良好な環境を形成するため、周辺地域の土地利用と整合

性を図りつつ建築物の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限を行う。 

３ センター地区 

   商業、文化、医療、娯楽及び公益的施設等を適正に配置するとともに歩行者

道路、広場等を有機的に連絡して快適な生活空間を確保する。 

   また、周辺地域の土地利用と整合性を図りつつ良好な街並み形成のため、建

築物の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限を行う。 
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地区施設の配

置及び規模 
広場 バス回転広場（１箇所 ０．０３ｈａ）は、計画図（１）のとおり 

当初決定年月日 昭和 63 年 12 月 6 日 
最終変更年月日 平成 8 年 7 月 1 日 
















